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16　急傾
斜地の
崩壊に
よる災
害の防
止に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１　省略

17　駐車
場法の
施行に
関する
事務

１　路外駐車場の　　　　　　
　届出の受理（第12条）

○

２　省略

３　省略

18　愛媛
県屋外
広告物
条例の
施行に
関する
事務

１　屋外広告業者の登録に関す
ること（県内に主たる事務所
を有する屋外広告業者に係る
ものに限る。）。

⑴・⑵　省略

⑶　省略

13　立ち退きの指示（第25条） ○

20　急傾
斜地の
崩壊に
よる災
害の防
止に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１　立入り等（第５条第１項、
第２項、第６項、第17条）

○

２　立入り等に係る身分証明書
の交付（第５条第５項、第17
条第２項）

○

３　省略

４　監督処分（第８条） ○

５　土地の保全勧告（第９条第
３項）

○

６　改善命令（第８条第２項、
第10条第１項、第２項、第４
項）

○

７　立入検査（第11条第１項） ○

８　立入検査に係る身分証明書
の交付（第５条第５項、第11
条第２項）

○

９　工事の届出の処理（第13条） ○

21　土砂
災害警
戒区域
等にお
ける土
砂災害
防止対
策の推
進に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１　特定開発行為等に関するこ
と。

⑴　許可（第９条第１項、第
15条第２項）

○

⑵　既着手の届出の受理（第
13条第１項）

○

⑶　既着手の届出者に対する
助言又は勧告（第13条第２
項）

○

⑷　協議に対する同意（第14
条、第16条第４項）

○

⑸　変更の許可（第15条第２
項、第16条第１項、第４項）

○

⑹　軽微な変更の届出の受理
（第16条第３項）

○

⑺　対策工事等の完了の届出
の処理（第17条）

○

⑻　対策工事等の廃止の届出
の受理（第19条）

○

⑼　監督処分（第20条） ○

⑽　立入検査（第21条第１項） ○

⑾　立入検査に係る身分証明
書の交付（第５条第５項、
第21条第２項）

○

⑿　報告の徴収等（第22条） ○

２　移転等の勧告（第25条第１
項）

○

３　土地の取得についてのあつ
せん等の措置（第25条第２項）

○

22　駐車
場法の
施行に
関する
事務

１　路外駐車場の設置及び変更
の届出の受理（第12条）

○

２　路外駐車場管理規程の届出
の受理（第13条第１項、第４
項）

○

３　路外駐車場の休止、廃止及
び再開の届出の受理（第14条）

○

４　省略

５　省略

23　愛媛
県屋外
広告物
条例の
施行に
関する
事務

１　広告物を表示する者等に対
する指導、助言及び勧告（第
29条）

○

２　屋外広告業者　　　に関す
る こ と　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　。

⑴・⑵　省略

⑶　登録簿の閲覧（第35条） ○

⑷　省略
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２　屋外広告業者に対する報告
徴収及び立入検査（第45条）

○

19　省略

20　省略

21　省略

22　宅地
造成等
規制法
の施行
に関す
る事務

１　宅地造成工事規制区域内に
おける宅地造成に関する工事
の許可（第８条第１項）

○

２　宅地造成工事規制区域内に
おける宅地造成に関する工事
の計画の変更の許可（第12条
第１項）

○

23　省略

24　省略

25　都市
計画法
の施行
に関す
る事務

１　区域区分が定められていな
い都市計画区域又は準都市計
画区域内並びに都市計画区域
及び準都市計画区域外の区域
内における開発行為に関する
こと。
⑴　省略

⑵　省略

⑶　軽微な変更の届出の受理
（第35条の２第３項）

○

⑷　工事完了の届出の受理
（第36条第１項）

○

⑸　工事完了検査（第36条第
２項　　　　）

○

⑹　省略

⑺　省略

⑻　省略

⑼　省略

⑽　省略

⑾　開発許可登録簿の閲覧
（第47条第４項）

○

⑸　指導、助言及び勧告（第
42条）

○

⑹　監督処分簿の閲覧（第44
条第２項）

○

⑺　報告徴収及び立入検査
（第45条）

○

24　省略

25　省略

26　省略

27　宅地
造成等
規制法
の施行
に関す
る事務

１　宅地造成工事規制区域内に
おける宅地造成に関する工事
等に関すること。
⑴　工事の許可（第８条第１
項）

○

⑵　工事の計画の変更の許可
（第12条第１項）

○

⑶　工事完了検査（第13条） ○

⑷　監督処分（第14条） ○

⑸　工事等の届出の受理（第
15条）

○

⑹　宅地の保全の勧告（第16
条第２項）

○

⑺　改善命令（第14条第５項、
第17条）

○

⑻　立入検査（第18条第１項） ○

⑼　報告の徴収（第19条） ○

２　造成宅地防災区域内におけ
る災害の防止に関すること。

⑴　災害の防止のための措置
勧告（第21条第２項）

○

⑵　改善命令（第14条第５項、
第22条）

○

28　省略

29　省略

30　都市
計画法
の施行
に関す
る事務

１　区域区分が定められていな
い都市計画区域又は準都市計
画区域内並びに都市計画区域
及び準都市計画区域外の区域
内における開発行為に関する
こと。
⑴　省略

⑵　協議に係る合意（第34条
の２第１項）

○

⑶　省略

⑷　変更の協議に係る合意
（第34条の２第１項、第35
条の２第４項）

○

⑸　軽微な変更の届出の受理
（第35条の２第３項）

○

⑹　工事完了の届出の受理
（第36条第１項）

○

⑺　工事完了検査（第36条第
２項、第３項）

○

⑻　省略

⑼　省略

⑽　省略

⑾　省略

⑿　省略

⒀　開発許可登録簿の閲覧
（第47条第５項）

○

⒁　監督処分（第81条第１項
から第３項まで）

○
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⑿　開発許可を受けた者の氏
名及び住所並びに開発区域
に含まれる地域の名称の変
更届出の受理（都市計画法
に規定する開発行為等の規
制に関する規則　　　　　
　　　　　　　　　　　　
第４条の４第１項）

○

26　省略

27　省略

28　その
他の事
務

１　道路情報モニターの委嘱に
関すること。

○

２　河川及び港湾に係る観測人
の委嘱に関すること。

○

組  
織  
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部 
長

課
長

河
川
港
湾
課

１　省略

⒂　立入検査（第82条第１項） ○

⒃　開発行為及び建築に関す
る証明（都市計画法施行規
則第60条）

○

⒄　開発許可を受けた者の氏
名及び住所並びに開発区域
に含まれる地域の名称の変
更届出の受理（都市計画法
に規定する開発行為等の規
制に関する規則（以下この
部において「規則」という。）
第４条の４第１項）

○

⒅　開発許可等に基づく地位
の承継の届出の受理（規則
第９条第１項）

○

31　省略

32　高齢
者、障
害者等
の移動
等の円
滑化の
促進に
関する
法律の
施行に
関する
事務

１　特定路外駐車場に関するこ
と。

⑴　設置及び変更の届出の受
理（第12条第１項、第２項）

○

⑵　基準適合命令（第12条第
３項）

○

⑶　報告の徴収及び立入検査
（第53条第２項）

○

33　省略

34　国土
利用計
画法の
施行に
関する
事務

１　規制区域内の地価の動向及
び土地取引の状況の調査（第
12条第10項）

○

２　注視区域内又は監視区域内
の地価の動向及び土地取引の
状況の調査（第12条第10項、
第27条の３第３項、第27条の
６第３項）

○

３　監視区域内での土地売買等
の契約及び当該契約に係る土
地の利用についての報告の徴
収（第27条の９）

○

35　その
他の事
務 １　河川及び港湾に係る観測人

の委嘱に関すること。
○

組  
織  
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部 
長

課
長

河
川
港
湾
課

１　省略

備考　河川砂防課においては、この表に掲げる事務については、同

表組織名の欄中「河川港湾課」とあるのは、「河川砂防課」と

して、同表の規定を適用する。

組  
織  
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部 
長

課
長

建
設
企
画
課

１　一般
土木工
事の執
行に関
する事

１　１件の設計金額が１億円未
満の請負工事の執行に関する
こと。

⑴　１件の設計金額が7,000万
円以上１億円未満のもの

○

組  
織  
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部 
長

課
長

建
設
企
画
課

１　一般
土木工
事の執
行に関
する事

１　１件の設計金額が５億円未
満の請負工事の執行に関する
こと。

⑴　１件の設計金額が１億円
以上５億円未満　 のもの

○
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　務 ⑵　１件の設計金額が7,000万
円未満のもの

○

２　１件の設計金額が１億円以
上の請負工事で次の行為をす
ること。

⑴　30日以内の工事の中止命
令及び契約期間の延長並び
に工程表の承認。ただし、
愛媛県議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は
処分に関する条例第２条の
規定による工事に係るもの
を除く。

○

⑵・⑶　省略

３　省略

２　県単
独工事
の箇所
決定に
関する
事務

１　県単独工事（道路維持修繕
工事、道路交通安全施設工事、
交通事故防止対策工事、河川
修繕工事、海岸保全施設修繕
工事、砂防修繕工事、環境土
木緊急処理工事及び土木災害
復旧工事をいう。）の箇所決
定

⑴　１件の設計金額が500万
円以上1,000万円未満のもの

○

⑵　省略

　務 ⑵　１件の設計金額が１億円 
　未満のもの

○

２　１件の設計金額が５億円以
上の請負工事で次の行為をす
ること。

⑴　　　　　　工事の中止命
令及び契約期間の延長並び
に工程表の承認。ただし、
愛媛県議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は
処分に関する条例第２条の
規定による工事に係るもの
を除く。

○

⑵・⑶　省略

３　省略

２　県単
独工事
の箇所
決定に
関する
事務

１　県単独工事（道路維持修繕
工事、道路交通安全施設工事　 
　　　　　　　　　　　、 河
川修繕工事、海岸保全施設修
繕工事、砂防修繕工事、環境
土木緊急処理工事及び土木災
害復旧工事をいう。）の箇所
決定

⑴　１件の設計金額が500万
円以上　　　　　　のもの

○

⑵　省略

３　管内
事務所
間の予
算配分
額の調
整に関
する事
務

１　環境土木緊急処理事業及び
交通安全二種事業の予算配分
額の調整

○

備考　河川港湾課、河川砂防課、道路課、道路第一課、道路第二課、

特定事業課又は鉄道高架課においては、この表に掲げる事務につ

いては、同表組織名の欄中「建設企画課」とあるのは、それぞれ

「河川港湾課」、「河川砂防課」、「道路課」、「道路第一課」、「道路

第二課」、「特定事業課」又は「鉄道高架課」として、同表の規定

を適用する。

組  
織  
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部 
長

課
長

建
築
指
導
課

１　愛媛
県県営
住宅管
理条例
の施行
に関す
る事務

１～４　省略

５　収入の申告に対する措置
（第９条の２　　　　　　　）

○

６～10　省略

11　入居承継の承認（第17条第
７項、第23条の16）

○

12～14　省略 

15　明渡しの届出の受理及び検
査（第22条　　　、第23条の
16）

○

16～18　省略

２・３　
省略

４　建築
基準法
の施行
に関す
る事務

１　検査済証の交付前における
建築物の仮使用の承認（第７
条の６第１項第１号、第18条
第13項第１号）

○

２　違反建築物に対する措置　

⑴　違反を是正するための必
要な措置（第９条第１項　
　　　　　　）

○

組  
織  
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部 
長

課
長

建
築
指
導
課

１　愛媛
県県営
住宅管
理条例
の施行
に関す
る事務

１～４　省略

５　収入の申告に対する措置
（第９条の２第２項、第３項）

○

６～10　省略

11　入居承継の承認（第17条第
８項、第23条の16）

○

12～14　省略 

15　明渡しの届出の受理及び検
査（第22条第１項、第23条の
16）

○

16～18　省略

２・３　
省略

４　建築
基準法
の施行
に関す
る事務

１　検査済証の交付前における
建築物の仮使用の承認（第７
条の６第１項第１号、第18条
第22項第１号）

○

２　違反建築物に対する措置等

⑴　違反を是正するための必
要な措置（第９条第１項、
第２項、第13項）

○
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⑵　省略

⑶　工事の施行の停止命令
（第９条第10項　　　　）

○

⑷　標識の設置（第９条第13
項）

○

３　道路の位置の指定、変更及
び廃止（第42条第１項第５号）

○

４　仮設建築物に対する措置
（第85条第４項　　　　）

○

５　省略

５・６　
省略

７　建築
物の耐
震改修
の促進
に関す

１　特定建築物に関すること。

⑵　省略

⑶　工事の施工の停止命令
（第９条第10項、第13項）

○

⑷　保安上危険又は衛生上有
害である建築物に対する措
置（第９条第２項、第７項、
第13項、第10条）

○

⑸　定期報告の受理（第12条
第１項、第３項）

○

⑹　台帳の整備及び保存（第
12条第７項）

○

⑺　国の機関の長等に対する
通知及び要請（第18条第23
項）

○

３　指定確認検査機関に関する
こと。

⑴　確認審査報告書の受理
（第６条の２第10項）

○

⑵　確認審査報告書に対する
不適合認定の通知（第６条
の２第11項）

○

⑶　完了検査報告書の受理
（第７条の２第６項）

○

⑷　中間検査報告書の受理
（第７条の４第６項）

○

４　建築物の敷地、構造及び建
築設備に関すること。

⑴　私道の変更又は廃止の禁
止及び制限に係る措置（第
９条第２項、第45条）

○

⑵　建築協定の認可（第70条
第１項、第73条第２項、第
76条の３第２項、第４項）

○

⑶　建築協定の変更認可（第
73条第２項、第74条、第76
条の３第４項、第６項）

○

⑷　建築協定区域内の土地が
同区域から除かれた旨の届
出の処理（第74条の２第３
項、第４項）

○

⑸　建築協定に加わる手続の
処理（第73条第２項、第75
条の２第１項、第２項、第
４項）

○

⑹　建築協定の廃止（第76条、
第76条の３第６項）

○

⑺　被災市街地における建築
制限（第84条）

○

⑻　工事中の特殊建築物等に
対する措置（第９条第２項、
第７項、第13項、第90条の
２）

○

⑼　工事中における安全上の
措置等に関する計画の届出
の受理（第90条の３）

○

⑽　書類の閲覧（第93条の２） ○

５　道路の位置の指定、変更及
び廃止（第42条第１項第５号）

○

６　仮設建築物に対する許可
（第85条第３項、第５項）

○

７　省略

５・６　
省略

７　建築
物の耐
震改修
の促進
に関す

１　特定建築物に関すること。
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　る法律
の施行
に関す
る事務

⑴　指導及び助言（第４条第
１項）

○

⑵　指示（第４条第２項） ○

⑶　報告の徴収及び立入検査
（第４条第３項）

○

２　建築物の耐震改修の計画の
認定申請及び変更認定申請の
受理（第５条第１項、第６条
第１項）

○

３　認定建築物の耐震改修の状
況に係る報告の徴収（第７条）

○

８　エネ
ルギー
の使用
の合理
化に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１　特定建築物に係る届出の受
付（第15条の２第１項）

○

９　建築
士法の
施行に
関する
事務

１　二級建築士又は木造建築士
の免許に関すること。

⑴　免許の申請の受理（建築
士法施行細則（以下この部
において「細則」という。）
第４条　　　）

○

⑵～⑷　省略

⑸　免許取消しの申請等の受
理（ 第 ９ 条　　　　　　、
細則第９条第１項から第３
項まで）

○

２　省略

３　建築士事務所に関するこ
と。

⑴・⑵　省略

⑶　廃業等の届出の受理（第
23条の６）

○

10　省略

11　住宅
地区改
良法の
施行に
関する
事務 １　省略

12　租税
特別措
置法の
施行に
関する
事務

１　宅地の造成が優良な宅地の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第５号イ、第31条の
２第２項第14号ハ、第62条の
３第４項第14号ハ、第63条第
３項第５号イ）

○

２　住宅の新築が優良な住宅の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第６号、第31条の２
第２項第14号ニ、第62条の３
第４項第14号ニ、第63条第３
項第６号）

○

　る法律
の施行
に関す
る事務

⑴　指導及び助言（第７条第
１項）

○

⑵　指示（第７条第２項） ○

⑶　報告の徴収及び立入検査
（第７条第４項）

○

２　建築物の耐震改修の計画の
認定申請及び変更認定申請の
受理（第８条第１項、第９条
第１項）

○

３　認定建築物の耐震改修の状
況に係る報告の徴収（第10条）

○

８　エネ
ルギー
の使用
の合理
化に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１　建築物に係る指導及び助言
（第74条第１項）

○

２　特定建築物に関すること。

⑴　届出の受理（第75条第１
項）

○

⑵　変更の指示（第75条第２
項）

○

⑶　定期報告の受理（第75条
第４項）

○

⑷　勧告（第75条第５項） ○

３　報告の徴収及び立入検査
（第87条第10項）

○

９　建築
士法の
施行に
関する
事務

１　二級建築士又は木造建築士
の免許に関すること。

⑴　免許の申請の受理（建築
士法施行細則（以下この部
において「細則」という。）
第４条第１項）

○

⑵～⑷　省略

⑸　死亡等の届出の受理（第
８条の２）

○

⑹　免許取消しの申請等の受
理（第９条第１項第１号、
細則第９条第２項、第３項
　　　）

○

２　省略

３　建築士事務所に関するこ
と。

⑴・⑵　省略

⑶　設計等の業務に関する報
告書の受理（第23条の６）

○

⑷　廃業等の届出の受理（第
23条の７）

○

10　省略

11　住宅
地区改
良法の
施行に
関する
事務

１　地区内の建築行為等の制限
許可（第９条）

○

２　土地の試掘等の許可（第21
条）

○

３　省略

12　租税
特別措
置法の
施行に
関する
事務

１　宅地の造成が優良な宅地の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第５号イ、第31条の
２第２項第15号ハ、第62条の
３第４項第15号ハ、第63条第
３項第５号イ）

○

２　住宅の新築が優良な住宅の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第６号、第31条の２
第２項第16号ニ、第62条の３
第４項第16号ニ、第63条第３
項第６号）

○

13　宅地
建物取
引業法

１　宅地建物取引主任者資格登
録に関すること。
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13　都市
計画法
の施行
に関す
る事務

１　市街化区域又は市街化調整
区域内における開発行為の許
可（第34条第10号に係るもの
を除く。）（第29条第１項）

○

２　市街化調整区域内で調整区
域が決定された際に既に宅地
化の工事施行中のものに対す
る開発許可の届出の受理（第
34条第９号）

○

３　省略

４　開発行為の軽微な変更の届
出の受理（第35条の２第３項）

○

５　開発行為に関する工事完了
の届出の受理（第36条第１項）

○

６　開発行為に関する工事完了
の検査及び検査済証の交付
（第36条第２項　　　　）

○

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　開発許可登録簿への登録
（第47条　　　）

○

14　省略

15　省略

16　監督処分（第34条第10号に
係るものを除く。）（第81条第
１項　　　　　　　）

○

17　立入検査（第34条第10号に
係るものを除く。）（第82条第
１項）

○

18　省略

19　開発許可を受けた者の氏名
及び住所並びに開発区域に含
まれる地域の名称の変更届出
の受理（都市計画法に規定す
る開発行為等の規制に関する
規則（以下この部において「規
則」という。）第４条の４第
１項）

○

20　開発許可等に基づく地位の
承継届出書の受理（規則第９
条第１項）

○

備考　１　松山地方局においては、税務課の表１の部から４の部ま

で及び７の部１の項に掲げる事務については、同表組織名

の欄中「税務課」とあるのは、「税務管理課」とし、同表

　の施行
に関す
る事務

⑴　登録移転申請の受理（第
19条の２）

○

⑵　死亡等の届出の受理（第
21条第１項）

○

２　宅地建物取引主任者証に関
すること。

⑴　書換え交付（省令第14条
の13第３項）

○

14　都市
計画法
の施行
に関す
る事務
（ 管 理
課に属
するも
のを除
く。）

１　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　開発行為の許
可　　　　　　　　　　　　
　　　（第29条第１項）

○

２　市街化調整区域内で調整区
域が決定された際に既に宅地
化の工事施行中のものに対す
る開発許可の届出の受理（第
34条第13号）

○

３　開発行為の協議に係る合意
（第34条の２第１項）

○

４　省略

５　変更の協議に係る合意（第
34条の２第１項、第35条の２
第４項）

○

６　開発行為の軽微な変更の届
出の受理（第35条の２第３項）

○

７　開発行為に関する工事完了
の届出の受理（第36条第１項）

○

８　開発行為に関する工事完了
の検査及び検査済証の交付
（第36条第２項、第３項）

○

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　開発許可を受けた土地以外
の土地における建築等の協議
（開発審査会の議を経るもの
を除く。）（第43条第３項）

○

14　省略

15　省略

16　開発許可登録簿の閲覧　
（第47条第５項）

○

17　省略

18　省略

19　監督処分　　　　　　　　
　　　　　　　　　  （第81条
第１項から第３項まで）

○

20　立入検査　　　　　　　　
　　　　　　　　　　  （第82
条第１項）

○

21　省略

22　開発許可を受けた者の氏名
及び住所並びに開発区域に含
まれる地域の名称の変更届出
の受理（都市計画法に規定す
る開発行為等の規制に関する
規則（以下この部において「規
則」という。）第４条の４第
１項）

○

23　開発許可等に基づく地位の
承継の届出の受理（規則第９
条第１項）

○
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５の部、６の部及び７の部２の項に掲げる事務については、

同欄中「税務課」とあるのは、「課税課」として、同表の

規定を適用する。

　　　２　農村整備第一課及び農村整備第二課の決裁事項について

は、農村整備課の例による。

　　　３　久万高原森林林業課においては、森林林業課の表に掲げ

る事務については、同表組織名の欄中「森林林業課」とあ

るのは、「久万高原森林林業課」として、同表の規定を適

用する。

　　　４　愛南水産課においては、水産課の表に掲げる事務につい

ては、同表組織名の欄中「水産課」とあるのは、「愛南水

産課」として、同表の規定を適用する。

　　　５　今治地方局においては、建築指導課の表に掲げる事務に

ついては、同表組織名の欄中「建築指導課」とあるのは、「管

理課」として、同表の規定を適用する。

　　　６　河川港湾課、河川砂防課、道路課、上島架橋建設課、道

路第一課、道路第二課又は特定事業課においては、建設企

画課の表に掲げる事務については、同表組織名の欄中「建

設企画課」とあるのは、それぞれ「河川港湾課」、「河川砂

防課」、「道路課」、「上島架橋建設課」、「道路第一課」、「道

路第二課」又は「特定事業課」として、同表の規定を適用

する。

　　　７　河川砂防課においては、河川港湾課の表に掲げる事務に

ついては、同表組織名の欄中「河川港湾課」とあるのは、「河

川砂防課」として、同表の規定を適用する。

別表第３（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る一般

共通決裁事項

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

所長
専決者

課長

１　 公 文 書
に 関 す る
事務 １　省略

２　軽易な　　　　　通知、通
達、照会、報告、回答、申請、
上申、進達等に関すること。

○

３　省略

４　省略

２ ～ ８　 省
略

備考　１　土木事務所長の権限に属する事務に係るこの表１の部３

の項及び４の項並びに４の部１の項⑵の適用については、

同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、八幡浜地方局大

洲土木事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び同地方局西

予土木事務所にあつては「事業管理課長」と、その他の土

木事務所にあつては「用地管理課長」とする。

　　　２　省略

別表第４（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る一般

共通決裁事項

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

所長
専決者

課長

１　 公 文 書
に 関 す る
事務

１　軽易な告示、公告、公示、掲
示その他の公表に関すること。

○

２　省略

３　軽易な指令、達、通知、通達、
照会、報告、回答、申請、上申、
進達等に関すること。

○

４　省略

５　省略

２ ～ ８　 省
略

備考　１　土木事務所長の権限に属する事務に係るこの表１の部４

の項及び５の項並びに４の部１の項⑵の適用については、

同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、東予地方局今治

土木事務所及び南予地方局八幡浜土木事務所にあっては

「管理課長」と、南予地方局大洲土木事務所及び同地方局

西予土木事務所にあつては「事業管理課長」と、その他の

土木事務所にあつては「用地管理課長」とする。

　　　２　省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項
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組
織
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

所長
専決者
課長

用
地
管
理
課

１　収入又
は支出を
伴う事務

１　税外収入の徴収に関するこ
と。

⑴　10万円以上200万円未満
　　の税外収入に係るもの

○

⑵　10万円 未満の税外収入に
係るもの

○

２　次に掲げるものの支出負担
行為に関すること。

⑴　決裁を経た１件2,000万円
以上7,000万円未満の工事　
　　　　

○

⑵　決裁を経た１件2,000万円
未満の工事　　　　　　

○

⑶　決裁を経た１件500万円
　以上3,000万円未満の調
査、測量及び設計の委託

○

⑷　決裁を経た１件500万円
　未満の調査、測量及び設
計の委託

○

⑸～⑼　省略

３　次に掲げるものの支出命令
に関すること。

⑴　決裁を経た１件2,000万円
以上、7,000万円未満の工事
費　　　　　　　　

○

⑵　決裁を経た１件2,000万円
未満の工事費　　　　　　
　

○

⑶　決裁を経た１件500万円
　以上3,000万円未満の調
査、測量及び設計の委託費

○

⑷　決裁を経た１件500万円
　未満の調査、測量及び設
計の委託費

○

⑸～⑼　省略

４　省略

２　省略

３　逓送車
の運行及
び逓送車
に 乗 車
し、逓送
の業務に
従事する
職員（以
下この部
において
「逓送員」
という。）
の管理に
関する事
務（西条
地方局四
国中央土
木事務所
及び宇和
島地方局
愛南土木
事務所　
　　　　
　　　　
　　に限
る。）

１　省略

４　省略

組
織
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

所長
専決者
課長

用
地
管
理
課

１　収入又
は支出を
伴う事務

１　税外収入の徴収に関するこ
と。

⑴　200万円以上1,000万円未
満の税外収入に係るもの

○

⑵　200万円未満の税外収入
に係るもの

○

２　次に掲げるものの支出負担
行為に関すること。

⑴　決裁を経た１件5,000万円
以上１億円未満  の工事及
び工事委託

○

⑵　決裁を経た１件5,000万円
未満の工事及び工事委託

○

⑶　決裁を経た１件1,000万円
以上3,000万円未満の調査、
測量及び設計の委託

○

⑷　決裁を経た１件1,000万円
未満の調査、測量及び設計
の委託

○

⑸～⑼　省略

３　次に掲げるものの支出命令
に関すること。

⑴　決裁を経た１件5,000万円
以上１億円未満　　の工事
費及び工事委託費

○

⑵　決裁を経た１件5,000万円
未満の工事費及び工事委託
費

○

⑶　決裁を経た１件1,000万円
以上3,000万円未満の調査、
測量及び設計の委託費

○

⑷　決裁を経た１件1,000万円
未満の調査、測量及び設計
の委託費

○

⑸～⑼　省略

４　省略

２　省略

３　逓送車
の運行及
び逓送車
に 乗 車
し、逓送
の業務に
従事する
職員（以
下この部
において
「逓送員」
という。）
の管理に
関する事
務（東予
地方局四
国中央土
木 事 務
所、南予
地方局大
洲土木事
務所及び
南予地方
局愛南土
木事務所
に限る。）

１　省略

４　省略
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５　浄化槽
法の施行
に関する
事務

１　省略

２　浄化槽工事業者の登録に関
すること。
⑴　登録の申請の受理（県内
に主たる事務所を有する浄
化槽工事業者に係るものに
限る。）（第22条　  　　　
　　　　　　　　　　　　
　）

○

⑵　登録簿の閲覧及び謄本の
交付（県内に主たる事務所
を有する浄化槽工事業者に
係るものに限る。）（第23条
第３項）

○

⑶　変更の届出の受理（県内
に主たる事務所を有する浄
化槽工事業者に係るものに
限る。）（　　　　　　　第
25条）

○

⑷　廃業等の届出の受理（県
内に主たる事務所を有する
浄化槽工事業者に係るもの
に限る。）（　　　　　　　
第26条　　　　　　　）

○

⑸　省略

３　特例浄化槽工事業者の届出
に関すること（県内に主たる
事務所を有する浄化槽工事業
者に係るものに限る。）。
⑴　省略

４　省略

６　建設工
事に係る
資材の再
資源化等
に関する
法律の施
行に関す
る事務

１　省略

２　解体工事業者の登録に関す
ること（県内に主たる事務所
を有する解体工事業者に係る
ものに限る。）。
⑴　登録の申請の受理（第22
条第１項　　　　　　　　
　　　　　　　）

○

⑵　登録の届出の受理（第25
条第１項）

○

⑶　省略

⑷　省略

３～５　省略

７　一般土
木工事に
関する事
務

１　省略

２　省略

３　省略

４　省略

８～10　省
略

11　道路法
の施行に
関する事
務

１　省略

２　省略

３　省略

４　省略

５　浄化槽
法の施行
に関する
事務

１　省略

２　浄化槽工事業者の登録に関
すること。
⑴　 登 録　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　 　 　　　（第21条第１
項、第23条第２項、第24条
第２項）

○

⑵　登録の更新（第21条第３
項、第23条第２項、第24条
第２項）

○

⑶　登録簿の閲覧及び謄本の
交付　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 　　
　　　 　　　　　（ 第23条
第３項）

○

⑷　変更の届出の処理　　　
　 　　　　　　　　　　　
　　 　　　　　　　　　　
　　　 　　　（第23条第２
項、第25条）

○

⑸　廃業等の届出の処理　　
　　　　　　　　　　　　
　　 　　　　　　　　　　
　　　  　　　（第24条第２
項、第26条、第27条第２項）

○

⑹　省略

３　特例浄化槽工事業者の届出
に関すること　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 。
⑴　省略

４　省略

６　建設工
事に係る
資材の再
資源化等
に関する
法律の施
行に関す
る事務

１　省略

２　解体工事業者の登録に関す
る こ と　　　　　　　　　　
　　 　　　　　　　　　　　
　　　　　。
⑴　 登 録　　　　　　（ 第21
条第１項、第23条第２項、
第24条第２項）

○

⑵　登録の更新（第21条第２
項、第23条第２項、第24条
第２項）

○

⑶　変更の届出の受理（第25
条第１項）

○

⑷　省略

⑸　省略

⑹　登録の抹消（第28条） ○

３～５　省略

７　一般土
木工事に
関する事
務

１　省略

２　工事の受委託で１件１億円
未満の支出を伴うもの

○

３　省略

４　省略

５　省略

８～10　省
略

11　道路法
の施行に
関する事
務

１　道路の区域の決定及び供用
の開始等（第18条）

○

２　工事原因者に対する工事施
行命令（第22条第１項）

○

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略
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５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　監督処分（第71条第１項か
ら第３項まで）

○

11　省略

12　省略

13　省略

12　港湾法
の施行に
関する事
務

１　次に掲げるものについて第
37条第１項の規定に基づく権
限を行うこと。
⑴　占用期間が１年以下のも
の

○

⑵　現に占用を許可している
ものの継続に係るもの

○

⑶　１件の占用面積が300平
方メートル以下のもの

○

⑷　面積を単位としないもの
で１件の占用料が１万円以
下のもの。ただし、減免規
定の適用により１万円以下
となるものを除く。

○

⑸　土砂の１件の採取量が
1,000立方メートル以下のも
の

○

２　１の規定に基づく権限を行
い、又は行つたものについて、
監督処分又は占用料若しくは
土砂採取料の減免若しくは還
付に関すること（第56条の４、
愛媛県港湾管理条例第11条、
第12条ただし書）。

○

13　愛媛県
港湾管理
条例の施
行に関す
る事務

１　省略

２　次に掲げるものについて、
第５条の規定に基づく権限を
行うこと。
⑴　占用期間が１年以下のも
の

○

⑵　現に占用を許可している
ものの継続に係るもの

○

⑶　１件の占用面積が300平
方メートル以下のもの

○

⑷　面積を単位としないもの
で、１件の占用料が10,000
円以下のもの。ただし、減
免規定の適用により10,000
円以下となつたものを除
く。

○

７　道路占用に関する工事の施
行（第38条）

○

８　省略

９　省略

10　違法放置物件の除去（第44
条の２第１項、第３項）

○

11　違法放置物件の売却及び廃
棄（第44条の２第４項、第５
項）

○

12　省略

13　道路保全立体区域内の土
地所有者等に対する措置命令
（第48条第２項、第４項）

○

14　原因者負担金支払命令（第
58条第１項）

○

15　省略

16　省略

17　監督処分（第71条第１項か
ら第４項まで）

○

18　省略

19　道路予定区域内の土地の形
質変更等の許可（第91条第１
項）

○

20　省略

21　省略

12　港湾法
の施行に
関する事
務

１　港湾区域内の占用等の許可
（第37条第１項）

○

２　臨港地区内の行為の届出の
受理（第38条の２）

○

３　水域施設等の建設又は改良
（第56条の３）

○

４　監督処分（第56条の４） ○

13　愛媛県
港湾管理
条例の施
行に関す
る事務

１　省略

２　港湾施設の占用及び使用の
許可（第５条）

○
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⑸　愛媛県港湾管理条例第15
条ただし書に規定する港湾
施設の使用

○

３　２の規定に基づく権限を行
い、又は行つたものについて
権利譲渡等の許可、占用又は
使用の許可の取消し等、原状
回復の義務の免除、占用料又
は使用料の減免又は還付に関
すること（第７条ただし書、
第８条、第９条ただし書、第
11条、第12条ただし書）。

○

14　海岸法
の施行に
関する事
務

１　次に掲げるものについて、
第７条第１項、第10条第２項
（第37条の８において準用す
る場合を含む。以下この部に
おいて同じ。）及び第37条の
４の規定に基づく権限を行う
こと。

⑴　占用期間が１年以下のも
の

○

⑵　工作物を新設し、又は改
築しようとする場合で１件
の占用面積300平方メート
ル以下のもの

○

⑶　工作物を設置しない場合
で１件の占用面積1,000平方
メートル以下のもの

○

⑷　面積を単位としないもの
で１件の占用料が10,000円
以下のもの。ただし、減免
規定の適用により、10,000
円以下となるものを除く。

○

⑸　現に占用を許可している
ものの継続に係るもの

○

２　次に掲げるものについて、
第８条第１項及び第37条の５
並びに第10条第２項の規定に
基づく権限を行うこと。

⑴　土石等の１件の採取量
10,000立方メートル以下の
もの

○

⑵　 施 設 等 の 面 積500平 方
メートル以下のもの

○

⑶　 掘 削 又 は 切 土 の 土 量
10,000立方メートル以下の
もの

○

⑷　盛土の土量1,000立方メー
トル以下のもの

○

３　愛媛県海岸法施行細則（以
下この部において「細則」と
いう。）第２条に規定する行
為に係る許可（第８条第１項）

○

３　権利譲渡等の禁止（第７条
ただし書）

○

４　許可の取消し等（第８条） ○

５　原状回復の義務命令（第９
条ただし書）

○

６　占用料、使用料又は土砂採
取料の決定（第９条の２、第
10条）

○

７　占用料、使用料又は土砂採
取料の減免及び還付（第11条、
第12条）

○

８　過怠金の徴収（第12条の２） ○

９　過料に処すること（第13
条）。

○

14　公有水
面埋立法
の施行に
関する事
務

１　他人の土地への立入り又は
一時使用の許可（第14条第１
項）

○

２　埋立工事施行区域内にある
物件の除却命令（第31条）

○

15　海岸法
の施行に
関する事
務

１　　　　　　　　　　　　　
第７条第１項、第10条第２項
（第37条の８において準用す
る場合を含む。以下この部に
おいて同じ。）及び第37条の
４の規定に基づく権限を行う
こと。

○

２　　　　　　　　　　　　　
第８条第１項及び第37条の５
並びに第10条第２項の規定に
基づく権限を行うこと。

○
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４　１から３までの規定に基づ
く権限を行い、又は行つたも
のについて次に掲げることを
行うこと。

⑴　省略

⑵　愛媛県海岸占用料等徴収
条例第１条、第３条及び第
４条　　　　　の規定に基
づく権限を行うこと。

○

⑶　細則　　　　　　　　第
５条、第６条、第８条及び
第９条の規定に基づく権限
を行うこと。

○

５　海岸管理者以外の者の施行
する工事の承認（１件の工事
の面積が300平方メートル以
下のものに係るものに限る。）
（第13条）

○

15　河川法
の施行に
関する事
務

１　河川管理者以外の者の施行
する工事の承認（１件の工事
等の面積が1,000平方メート
ル以下のものに係るものに限
る。）（第20条）

○

２　流水の占用の許可（現に占
用を許可しているものの継続
に係るもので国土交通大臣の
認可又は承認を要しないもの
に限る。）（第23条）

○

３　次に掲げるものについて、
第24条、 第26条 及 び 第95条
の規定に基づく権限を行うこ
と。ただし、国土交通大臣の
認可又は承認を要するもの及
び⑴から⑶までに掲げるもの
のうち河川法施行規則第39条
の規定に基づき、第23条の規
定に基づく許可の申請と同時
に申請することを要するもの
を除く。

⑴　占用期間が１年以下のも
の

○

⑵　１件の占用面積1,000平方
メートル以下のもの

○

⑶　面積を単位としないもの
で１件の占用料が10,000円
以下のもの。ただし、減免
規定の適用により10,000円
以下となるものを除く。

○

⑷　現に占用を許可している
ものの継続に係るもの

○

４　次に掲げるものについて、
第25条及び第27条の規定に基
づく権限を行うこと。

⑴　土石等の１件の採取量
10,000立方メートル以下の
もの

○

⑵　土石等以外の河川産出物
で愛媛県河川流水占用料等
徴収条例第１条及び第２条
の規定に基づく徴収額が50
万円以下のもの

○

３　１又は２　　の規定に基づ
く権限を行い、又は行つたも
のについて次に掲げることを
行うこと。

⑴　省略

⑵　愛媛県海岸占用料等徴収
条例第１条、第３条、第４
条及び第６条の規定に基づ
く権限を行うこと。

○

⑶　愛媛県海岸法施行細則第
５条、第６条、第８条及び
第９条の規定に基づく権限
を行うこと。

○

４　海岸管理者以外の者の施行
する工事の承認及び協議に対
する同意　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
（第13条）

○

５　兼用工作物の工事の施行及
び保全施設維持の協議（第15
条）

○

６　海岸保全施設に対する措置
命令（第21条）

○

16　河川法
の施行に
関する事
務

１　工事原因者に対する工事の
施行命令（第18条）

○

２　附帯工事の施行（第19条） ○

３　河川管理者以外の者の施行
する工事の承認　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　（第20条）

○

４　流水の占用の許可　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　（第23条）

○

５　　　　　　　　　　　　　
第24条、 第26条 及 び 第95条
の規定に基づく権限を行うこ
と。

○
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⑶　掘削又は切土の土量が
10,000立方メートル以下の
もの

○

⑷　盛土の土量が1,000立方
メートル以下のもの

○

５　省略

６　３から５までの規定に基づ
く権限を行い、又は行つたも
のについて次に掲げること　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　を行うこと。

⑴　第31条、第33条第３項、
第34条第１項、第75条、第
78条及び第90条の規定に基
づく権限を行うこと。

○

⑵　愛媛県河川流水占用料等
徴収条例第１条及び第３条
の規定に基づく権限を行う
こと。

○

７　河川法施行令　　　　　　
第16条の５第１項及び第２
項、第16条の８第１項、第16
条の９第３項並びに第16条の
10第２項の規定に基づく権限
を行うこと。

○

16　省略

17　水防法
の施行に
関する事
務

１　省略

18　砂利採
取法の施
行に関す
る事務

１　次に掲げるものについて第
16条、第20条第１項及び第43
条の規定に基づく権限を行う
こと（砂利採取場の全部又は
一部が河川の区域内にあると
きに限る。）。

⑴　砂利の１件の採取量が
10,000立方メートル以下の
もの

○

⑵　掘削又は切土の土量が
10,000立方メートル以下の
もの

○

⑶　盛土の土量が1,000立方
メートル以下のもの

○

２　省略

６　河川区域内の土石の採取の
許可（第25条）

○

７　河川区域内の土地の掘削等
の許可（第27条）

○

８　省略

９　５から８までの規定に基づ
く権限を行い、又は行つたも
のについて第31条、第33条第
３項、第34条第１項、第75条、
第78条及び第90条の規定に基
づく権限を行うこと。

○

10　河川法施行令第16条の３、
第16条の５第１項及び第２
項、第16条の８第１項、第16
条の９第３項並びに第16条の
10第２項の規定に基づく権限
を行うこと。

○

11　愛媛県河川流水占用料等徴
収条例第１条及び第３条の規
定に基づく権限を行うこと。

○

17　省略

18　水防法
の施行に
関する事
務

１　水防管理者等への指示（第
30条）

○

２　指定水防管理団体の水防計
画の協議（第32条第２項）

○

３　省略

19　砂利採
取法の施
行に関す
る事務

１　　　　　　　　　　　　 第
16条、第20条第１項及び第43
条の規定に基づく権限を行う
こと（砂利採取場の全部又は
一部が河川の区域内にあると
きに限る。）。

○

２　省略

３　砂利採取業者に関するこ
と。

⑴　登録（第３条、第５条第
２項、第６条第２項）

○

⑵　承継の届出の受理（第８
条第２項）

○

⑶　変更登録の届出の受理
（第９条第１項）

○

⑷　廃止の届出の受理（第10
条）

○

⑸　登録の消除（第13条） ○

４　採取計画に関すること。

⑴　変更の届出の受理（第20
条第２項、第３項）

○
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19　愛媛県
砂防指定
地管理条
例の施行
に関する
事務

１　省略

２　砂防設備の占用の許可及び
変更の許可並びに協議　　　
　　　（第５条第１項、第６
条、第７条第２項、第８条第
１項）

⑴　占用期間が１年以下のも
の

○

⑵　占用面積が1,000平方メー
トル以下のもの

○

⑶　現に占用を許可している
ものの継続に係るもの

○

３　省略

⑵　採取の廃止の届出の受理
（第24条）

○

５　報告の徴収（第33条） ○

６　採取場、事務所等への立入
検査（第34条第２項）

○

７　市町長からの災害防止に関
する要請に基づく調査（第37
条第２項）

○

８　指導及び助言（第41条第１
項）

○

20　採石法
の施行に
関する事
務

１　採石業者に関すること。

⑴　登録（第32条、第32条の
３第２項、第32条の４第２
項）

○

⑵　承継の届出の受理（第32
条の６第２項）

○

⑶　変更登録の届出の受理
（第32条の７第１項）

○

⑷　廃止の届出の受理（第32
条の８）

○

⑸　登録の消除（第32条 の
11）

○

２　採取計画に関すること。

⑴　変更の届出の受理（第33
条の５第２項、第４項）

○

⑵　採取の休止及び廃止の届
出の受理（第33条の10）

○

３　市町長からの災害防止に関
する要請に基づく調査（第33
条の14第２項）

○

４　指導及び助言（第34条の６） ○

５　報告の徴収及び立入検査
（第42条第１項）

○

21　公共土
木施設災
害復旧事
業費国庫
負担法施
行令の施
行に関す
る事務

１　市町村災害復旧事業の監督
（第８条）

○

22　砂防法
の施行に
関する事
務

１　市町に対する砂防工事の施
行及び砂防設備の維持の指示
（第７条）

○

２　原因行為者に対する砂防工
事の施行及び砂防設備の維持
の命令（第８条）

○

３　土石等の供給命令（第22条） ○

23　愛媛県
砂防指定
地管理条
例の施行
に関する
事務

１　省略

２　砂防設備の占用の許可及び
変更の許可並びに協議に対す
る同意（第５条第１項、第６
条、第７条第２項、第８条第
１項）

○

３　省略

４　監督処分（第15条） ○

５　原状回復の指示等（第16条） ○

６　土地の立入り（第19条第１
項）

○

７　土地の立入りに係る身分証
明書の交付（第19条第２項）

○
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20　地すべ
り等防止
法の施行
に関する
事務

１　省略

21　急傾斜
地の崩壊
による災
害の防止
に関する
法律の施
行に関す
る事務

１　省略

24　地すべ
り等防止
法の施行
に関する
事務

１　主務大臣又は知事以外の者
が施行する地すべり防止工事
の承認及び協議に対する同意
（第11条第１項、第２項）

○

２　兼用工作物の工事の施行及
び工作物を維持させる場合の
協議（第13条）

○

３　工事原因者に対する工事の
施行命令（第14条第１項）

○

４　土地の立入り等（第６条第
２項、第６項、第16条）

○

５　土地の立入り等に係る身分
証明書の交付（第６条第５項、
第16条第２項）

○

６　省略

７　監督処分（第21条第１項、
第２項）

○

８　報告の徴収及び立入検査
（第22条第１項）

○

９　立入検査に係る身分証明書
の交付（第22条第２項）

○

10　管理者に対する措置命令
（第23条第１項、第２項）

○

11　関連事業計画の作成の勧告
（第24条第１項）

○

12　関連事業計画の作成の協議
に対する同意（第24条第３項）

○

13　立ち退きの指示（第25条） ○

25　急傾斜
地の崩壊
による災
害の防止
に関する
法律の施
行に関す
る事務

１　立入り等（第５条第１項、
第２項、第６項、第17条）

○

２　立入り等に係る身分証明書
の交付（第５条第５項、第17
条第２項）

○

３　省略

４　監督処分（第８条） ○

５　土地の保全勧告（第９条第
３項）

○

６　改善命令（第８条第２項、
第10条第１項、第２項、第４
項）

○

７　立入検査（第11条第１項） ○

８　立入検査に係る身分証明書
の交付（第５条第５項、第11
条第２項）

○

９　工事の届出の処理（第13条） ○

26　土砂災
害警戒区
域等にお
ける土砂
災害防止
対策の推
進に関す
る法律の
施行に関
する事務

１　特定開発行為等に関するこ
と。

⑴　許可（第９条第１項、第
15条第２項）

○

⑵　既着手の届出の受理（第
13条第１項）

○

⑶　既着手の届出者に対する
助言又は勧告（第13条第２
項）

○

⑷　協議に対する同意（第14
条、第16条第４項）

○

⑸　変更の許可（第15条第２
項、第16条第１項、第４項）

○

⑹　軽微な変更の届出の受理
（第16条第３項）

○

⑺　対策工事等の完了の届出
の処理（第17条）

○

⑻　対策工事等の廃止の届出
の受理（第19条）

○

⑼　監督処分（第20条） ○

⑽　立入検査（第21条第１項） ○
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22　駐車場
法の施行
に関する
事務

１　路外駐車場の　　　　　　
　届出の受理（第12条）

○

２　省略

３　省略

23　愛媛県
屋外広告
物条例の
施行に関
する事務

１　屋外広告業者の登録に関す
ること（県内に主たる事務所
を有する屋外広告業者に係る
ものに限る。）。

　⑴・⑵　省略

　⑶　省略

２　屋外広告業者に対する報告
徴収及び立入検査（第45条）

○

24　省略

25　省略

26　省略

27　宅地造
成等規制
法の施行
に関する
事務

１　宅地造成工事規制区域内に
おける宅地造成に関する工事
の許可（第８条第１項）

○

２　宅地造成工事規制区域内に
おける宅地造成に関する工事
の計画の変更の許可（第12条
第１項）

○

28　省略

29　省略

30　都市計
画法の施
行に関す
る事務

１　開発行為の許可（第34条第
10号に定めるものを除く。）
（第29条第１項、第２項）

○

２　市街化調整区域内で調整区
域が決定された際に既に宅地
化の工事施行中のものに対す
る開発許可の届出の受理（第
34条第９号）

○

３　省略

⑾　立入検査に係る身分証明
書の交付（第５条第５項、
第21条第２項）

○

⑿　報告の徴収等（第22条） ○

２　土地の取得についてのあつ
せん等の措置（第25条第２項）

○

27　駐車場
法の施行
に関する
事務

１　路外駐車場の設置及び変更
の届出の受理（第12条）

○

２　路外駐車場管理規程の届出
の受理（第13条第１項、第４
項）

○

３　路外駐車場の休止、廃止及
び再開の届出の受理（第14条）

○

４　省略

５　省略

28　愛媛県
屋外広告
物条例の
施行に関
する事務

１　広告物を表示する者等に対
する指導、助言及び勧告（第
29条）

○

２　屋外広告業者　　　に関す
る こ と　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　。

⑴・⑵　省略

⑶　登録簿の閲覧（第35条） ○

⑷　省略

⑸　指導、助言及び勧告（第
42条）

○

⑹　監督処分簿の閲覧（第44
条第２項）

○

⑺　報告徴収及び立入検査
（第45条）

○

29　省略

30　省略

31　省略

32　宅地造
成等規制
法の施行
に関する
事務

１　宅地造成工事規制区域内に
おける宅地造成に関する工事
等に関すること。

⑴　工事の許可（第８条第１
項）

○

⑵　工事の計画の変更の許可
（第12条第１項）

○

⑶　工事完了検査（第13条） ○

⑷　工事等の届出の受理（第
15条）

○

⑸　宅地の保全の勧告（第16
条第２項）

○

⑹　立入検査（第18条第１項） ○

⑺　報告の徴収（第19条） ○

２　造成宅地防災区域内におけ
る災害の防止のための措置勧
告（第21条第２項）

○

33　省略

34　省略

35　都市計
画法の施
行に関す
る事務

１　開発行為の許可　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
（第29条第１項、第２項）

○

２　開発行為の協議に係る合意
（第34条の２第１項）

○

３　省略

４　変更の協議に係る合意（第
34条の２第１項、第35条の２
第４項）

○
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４　開発行為の軽微な変更の届
出の受理（第35条の２第３項）

○

５　開発行為に関する工事完了
の届出の受理（第36条第１項）

○

６　開発行為に関する工事完了
の検査及び検査済証の交付
（第36条第２項　　　　）

○

７　省略

８　省略

９　省略

10　開発許可を受けた土地以外
の土地における建築等の許可
（開発審査会の議を経るもの
を除く。）（第43条第１項）

○

11・12　省略

13　開発許可登録簿への登録
（第47条　　　）

○

14・15　省略

16　監督処分（第34条第10号に
係るものを除く。）（第81条第
１項）

○

17　立入検査（第34条第10号に
係るものを除く。）（第82条第
１項）

○

18　省略

19　開発許可を受けた者の氏名
及び住所並びに開発区域に含
まれる地域の名称の変更届出
の受理（都市計画法に規定す
る開発行為等の規制に関する
規則（以下この部において「規
則」という。）第４条の４第
１項）

○

20　開発許可等に基づく地位の
承継届出書の受理（規則第９
条第１項）

○

31　租税特
別措置法
の施行に
関する事
務

１　宅地の造成が優良な宅地の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第５号イ、第31条の
２第２項第14号ハ、第62条の
３第４項第14号ハ、第63条第
３項第５号イ）

○

２　住宅の新築が優良な住宅の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第６号、第31条の２
第２項第14号ニ、第62条の３
第４項第14号ニ、第63条第３
項第６号）

○

32　省略

33　愛媛県
県営住宅
管理条例
の施行に
関する事
務

１　収入の申告に対する措置
（第９条の２　　　　　　　）

○

２　省略

３　省略

４　省略

５　開発行為の軽微な変更の届
出の受理（第35条の２第３項）

○

６　開発行為に関する工事完了
の届出の受理（第36条第１項）

○

７　開発行為に関する工事完了
の 検 査　　　　　　　　　　    
（第36条第２項、第３項）

○

８　省略

９　省略

10　省略

11・12　省略

13　開発許可登録簿の閲覧　
（第47条第５項）

○

14・15　省略

16　立入検査　　　　　　　　
　　　　　　　　  （第82条第
１項）

○

17　省略

18　開発許可を受けた者の氏名
及び住所並びに開発区域に含
まれる地域の名称の変更届出
の受理（都市計画法に規定す
る開発行為等の規制に関する
規則（以下この部において「規
則」という。）第４条の４第
１項）

○

19　開発許可等に基づく地位の
承継の届出の受理（規則第９
条第１項）

○

36　租税特
別措置法
の施行に
関する事
務

１　宅地の造成が優良な宅地の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第５号イ、第31条の
２第２項第15号ハ、第62条の
３第４項第15号ハ、第63条第
３項第５号イ）

○

２　住宅の新築が優良な住宅の
供給に寄与するものであるこ
とについての認定（第28条の
４第３項第６号、第31条の２
第２項第16号ニ、第62条の３
第４項第16号ニ、第63条第３
項第６号）

○

37　省略

38　愛媛県
県営住宅
管理条例
の施行に
関する事
務

１　公募を行わない入居（第４
条、第23条の16）

○

２　入居の許可（第６条、第23
条の16）

○

３　入居者の選考（第７条第２
項、第３項、第４項）

○

４　入居の手続（第８条、第23
条の16）

○

５　収入の申告に対する措置
（第９条の２第２項、第３項）

○

６　家賃又は敷金の猶予又は減
免（第10条、第13条第２項、
第21条第３項、第21条の３第
３項、第23条の16）

○

７　省略

８　省略

９　省略
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５　省略

６　省略

７　省略

８　明渡しの届出の受理及び検
査（第22条　　　、第23条の
16）

○

９　省略

34　愛媛県
県営住宅
管理条例
施行規則
の施行に
関する事
務

１～６　省略

35　省略

36　建築基
準法の施
行に関す
る事務

１　検査済証の交付前における
建築物の仮使用の承認（第７
条の６第１項第１号、第18条
第13項第１号）

○

２　違反建築物に対する措置　 ○

　⑴　違反を是正するための必
要な措置（第９条第１項　　
　　　　　　）

○

⑵　省略

⑶　工事の施行の停止命令
（第９条第10項　　　　）

○

⑷　標識の設置（第９条第13
項）

○

10　同居の承認（第17条第６項、
第23条の16）

○

11　入居承継の承認（第17条第
８項、第23条の16）

○

12　省略

13　省略

14　省略

15　明渡しの届出の受理及び検
査（第22条第１項、第23条の
16）

○

16　入居者の選定（第23条の
13）

○

17　家賃の減額（第23条の15第
１項）

○

18　省略

39　愛媛県
県営住宅
管理条例
施行規則
の施行に
関する事
務

１～６　省略

７　県営住宅の管理人の委嘱
（第13条第１項）

○

40　省略

41　建築基
準法の施
行に関す
る事務

１　検査済証の交付前における
建築物の仮使用の承認（第７
条の６第１項第１号、第18条
第22項第１号）

○

２　違反建築物に対する措置等 ○

⑴　違反を是正するための必
要な措置（第９条第１項、
第２項、第13項）

○

⑵　省略

⑶　工事の施工の停止命令
（第９条第10項、第13項）

○

⑷　保安上危険又は衛生上有
害である建築物に対する措
置（第９条第２項、第７項、
第13項、第10条）

○

⑸　定期報告の受理（第12条
第１項、第３項）

○

⑹　台帳の整備及び保存（第
12条第７項）

○

⑺　国の機関の長等に対する
通知及び要請（第18条第23
項）

○

３　指定確認検査機関に関する
こと。

⑴　確認審査報告書の受理
（第６条の２第10項）

○

⑵　確認審査報告書に対する
不適合認定の通知（第６条
の２第11項）

○

⑶　完了検査報告書の受理
（第７条の２第６項）

○

⑷　中間検査報告書の受理
（第７条の４第６項）

○

４　建築物の敷地、構造及び建
築設備に関すること。

⑴　私道の変更又は廃止の禁
止及び制限に係る措置（第
９条第２項、第45条）

○

⑵　建築協定の認可（第70条
第１項、第73条第２項、第
76条の３第２項、第４項）

○

⑶　建築協定の変更認可（第
73条第２項、第74条、第76
条の３第４項、第６項）

○
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３　仮設建築物に対する措置
（第85条第４項　　　　）

○

４　省略

37　 高 齢
者、障害
者等の移
動等の円
滑化の促
進に関す
る法律　
　　　　
　　に関
する事務 １　省略

２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

38　省略

39　建築物
の耐震改
修の促進
に関する
法律の施
行に関す
る事務

１　特定建築物に関すること。

⑴　指導及び助言（第４条第
１項）

○

⑵　指示（第４条第２項） ○

⑶　報告の徴収及び立入検査
（第４条第３項）

○

２　建築物の耐震改修の計画の
認定申請及び変更認定申請の
受理（第５条第１項、第６条
第１項）

○

３　認定建築物の耐震改修の状
況に係る報告の徴収（第７条）

○

40　エネル
ギーの使
用の合理
化に関す
る法律の
施行に関
する事務

１　特定建築物に係る届出の受
付（第15条の２第１項）

○

41　建築士
法の施行
に関する
事務

１　二級建築士又は木造建築士
　の免許に関すること。

⑷　建築協定区域内の土地が
同区域から除かれた旨の届
出の処理（第74条の２第３
項、第４項）

○

⑸　建築協定に加わる手続の
処理（第73条第２項、第75
条の２第１項、第２項、第
４項）

○

⑹　建築協定の廃止（第76条、
第76条の３第６項）

○

⑺　被災市街地における建築
制限（第84条）

○

⑻　工事中の特殊建築物等に
対する措置（第９条第２項、
第７項、第13項、第90条の
２）

○

⑼　工事中における安全上の
措置等に関する計画の届出
の受理（第90条の３）

○

⑽　書類の閲覧（第93条の２） ○

５　道路の位置の指定、変更及
び廃止（第42条第１項第５号）

○

６　仮設建築物に対する許可
（第85条第３項、第５項）

○

７　省略

42　 高 齢
者、障害
者等の移
動等の円
滑化の促
進に関す
る法律の
施行に関
する事務

１　特定路外駐車場に関するこ
と。
⑴　設置及び変更の届出の受
理（第12条第１項、第２項）

○

⑵　基準適合命令（第12条第
３項）

○

⑶　報告の徴収及び立入検査
（第53条第２項）

○

２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

43　省略

44　建築物
の耐震改
修の促進
に関する
法律の施
行に関す
る事務

１　特定建築物に関すること。

⑴　指導及び助言（第７条第
１項）

○

⑵　指示（第７条第２項） ○

⑶　報告の徴収及び立入検査
（第７条第４項）

○

２　建築物の耐震改修の計画の
認定申請及び変更認定申請の
受理（第８条第１項、第９条
第１項）

○

３　認定建築物の耐震改修の状
況に係る報告の徴収（第10条）

○

45　エネル
ギーの使
用の合理
化に関す
る法律の
施行に関
する事務

１　建築物に係る指導及び助言
　（第74条第１項）

○

２　特定建築物に関すること。

⑴　届出の受理（第75条第１
項）

○

⑵　変更の指示（第75条第２
項）

○

⑶　定期報告の受理（第75条
第４項）

○

⑷　勧告（第75条第５項） ○

３　報告の徴収及び立入検査
（第87条第10項）

○

46　建築士
法の施行
に関する
事務

１　二級建築士又は木造建築士
　の免許に関すること。
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⑴　免許の申請の受理（建築
士法施行細則（以下この部
において「細則」という。）
第４条　　　）

○

⑵～⑷　省略

⑸　免許取消しの申請等の受
理（ 第 ９ 条　　　　　　、
細則第９条第１項から第３
項まで）

○

２　省略

３　建築士事務所に関するこ
と。

⑴・⑵　省略

⑶　廃業等の届出の受理（第
23条の６）

○

42　住宅地
区改良法
の施行に
関する事
務

１　省略

⑴　免許の申請の受理（建築
士法施行細則（以下この部
において「細則」という。）
第４条第１項）

○

⑵～⑷　省略

⑸　死亡等の届出の受理（第
８条の２）

○

⑹　免許取消しの申請等の受
理（第９条第１項第１号、
細則第９条第２項、第３項
　　　 　）

○

２　省略

３　建築士事務所に関するこ
と。

⑴・⑵　省略

⑶　設計等の業務に関する報
告書の受理（第23条の６）

○

⑷　廃業等の届出の受理（第
23条の７）

○

47　住宅地
区改良法
の施行に
関する事
務

１　地区内の建築行為等の制限
許可（第９条）

○

２　土地の試掘等の許可（第21
条）

○

３　省略

48　宅地建
物取引業
法の施行
に関する
事務

１　宅地建物取引主任者資格登
録に関すること。

⑴　登録移転申請の受理（第
19条の２）

○

⑵　死亡等の届出の受理（第
21条第１項）

○

２　宅地建物取引主任者証に関
すること。

⑴　書換え交付（省令第14条
の13第３項）

○

49　その他
の事務

１　河川及び港湾に係る観測人
の委嘱に関すること。

○

備考　１　東予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土木事

務所においては、この表組織名の欄中「用地管理課」とあ

るのは、同表１の部から８の部まで及び 11 の部から 49 の

部までに掲げる事務については「管理課」と、同表９の部

及び 10 の部に掲げる事務については「用地課」として、

同表の規定を適用する。

　　　２　東予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土木事

務所においては、この表７の部１の項の適用については、

同表事項の欄中「5,000 万円」とあるのは、「１億円」とする。

　　　３　東予地方局今治土木事務所においては、この表事務の種

類の欄中「３　逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の

業務に従事する職員（以下この部において「逓送員」とい

う。）の管理に関する事務（東予地方局四国中央土木事務所、

南予地方局大洲土木事務所及び南予地方局愛南土木事務所

に限る。）」とあるのは、「３　逓送者の運行及び逓送車に乗

車し、逓送の業務に従事する職員（以下この部において「逓

送員」という。）の管理に関する事務（東予地方局今治土木

事務所に限る。）」として、同表の規定を適用する。

　　　４　南予地方局大洲土木事務所及び同地方局西予土木事務所

においては、この表組織名の欄中「用地管理課」とあるの

は、同表１の部から８の部まで及び 11 の部から 49 の部ま

でに掲げる事務については「事業管理課」と、同表９の部

及び 10 の部に掲げる事務については「用地課」として、

同表の規定を適用する。
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組
織
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

所長
専決者
課長

建
設
課

１　一般土
木工事の
執行に関
する事務

１　１件の設計金額が7,000万円
未満の請負工事の執行に関す
ること。

○

２　１件の設計金額が7,000万円
以上の請負工事で次の行為を
すること。

⑴　30日以内の工事の中止命
令及び契約期間の延長並び
に工程表の承認。ただし、
愛媛県議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は
処分に関する条例第２条の
規定による工事に係るもの
を除く。

○

　⑵・⑶　省略

３　省略

２　県単独
工事の箇
所決定に
関する事
務

１　１件の設計金額が500万円
未満の県単独工事（道路維持
修繕工事、道路交通安全施設
工事、交通事故防止対策工事、
河川修繕工事、海岸保全施設
修繕工事、砂防修繕工事、環
境土木緊急処理工事及び土木
災害復旧工事をいう。）の箇
所決定

○

３　省略

備考　１　八幡浜地方局大洲土木事務所及び同地方局西予土木事務

所においては、用地管理課の表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から９の部まで及び 12 の部

から 42 の部までに掲げる事務については「事業管理課」と、

同表 10 の部及び 11 の部に掲げる事務については「用地課」

として、同表の規定を適用する。

　　　２　　　　　　　河川港湾課、河川砂防課又は道路課　　 

　　　　　　　においては、建設課の表１の部及び２の部

に掲げる事務については、同表組織名の欄中「建設課」と

あるのは、それぞれ　　　　　　　　「河川港湾課」、「河

川砂防課」又は「道路課」　　　　　　　　 　　　として、

同表の規定を適用する。

　　　３　河川港湾課又は河川砂防課においては、建設課の表３の

部に掲げる事務については、同表組織名の欄中「建設課」

とあるのは、「河川港湾課」又は「河川砂防課」として、

同表の規定を適用する。

別表第５　省略

別表第６　省略

組
織
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

所長
専決者
課長

建
設
課

１　一般土
木工事の
執行に関
する事務

１　１件の設計金額が１億円　 
未満の請負工事の執行に関す
ること。

○

２　１件の設計金額が１億円   
以上の請負工事で次の行為を
すること。

⑴　　　　　　　工事の中止
命令及び契約期間の延長並
びに工程表の承認。ただし、
愛媛県議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は
処分に関する条例第２条の
規定による工事に係るもの
を除く。

○

　⑵・⑶　省略

３　省略

２　県単独
工事の箇
所決定に
関する事
務

１　１件の設計金額が500万円
未満の県単独工事（道路維持
修繕工事、道路交通安全施設
工 事　　　　　　　　　　　
　、河川修繕工事、海岸保全
施設修繕工事、砂防修繕工事、
環境土木緊急処理工事及び土
木災害復旧工事をいう。）の
箇所決定

○

３　省略

備考　１　建設企画課、河川港湾課、河川砂防課、道路課又は上島

架橋建設課においては、この　　表１の部及び２の部に掲

げる事務については、同表組織名の欄中「建設課」とある

のは、それぞれ「建設企画課」、「河川港湾課」、「河川砂防

課」、「道路課」又は「上島架橋建設課」として、同表の規

定を適用する。

　　　２　河川港湾課又は河川砂防課においては、この　　表３の

部に掲げる事務については、同表組織名の欄中「建設課」

とあるのは、「河川港湾課」又は「河川砂防課」として、

同表の規定を適用する。

　　　３　東予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土木事

務所においては、この表１の部２の項の適用については、

同表事項の欄中「１億円」とあるのは、「５億円」とする。

別表第８　省略

別表第９　省略

　　　附　則
　この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

○愛媛県訓令第５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁中一 般　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地方機関　


